
社会福祉施設等への災害情報の提供及び被害情報の収集に関する取扱方針

R2.４ 八戸市福祉部、健康部、市民防災部

１ 概要

「災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について」（平成29年2月20日付け厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）（平成31年３月11日改正）に基づき、当市に所在する市所管の

社会福祉施設及び事業所（以下「社会福祉施設等」という。）への災害情報の提供及び被害情報の収集、

報告について必要な事項を定めるものとする。

２ 災害情報の提供と被害情報の収集、報告

① 福祉政策課：災害の発生する恐れがある場合(※)①施設・利用者の安全確保、②被災した場合の市への

速やかな報告を求める文書を作成し、ＦＡＸにて社会福祉施設等の長へ一斉に情報提供

(※)・「避難準備・高齢者等避難開始情報」が発令された場合

・八戸市地域防災計画で定める「非常配備１」(各種警報が発表され、甚大な被害の発生する

恐れがある場合)となった場合など

② 社会福祉施設等の長

：施設・利用者の安全確保を図るとともに、被災時は施設所管課へ被害状況の報告

③ 施設所管課：施設からの被害状況をとりまとめて福祉政策課へ報告

④ 福祉政策課：施設所管課からの情報をとりまとめ後、厚生労働省、青森県へ報告

取 り
まとめ
部 局

福祉
政策課

福祉部
こども未来課

福祉部
子育て支援課

福祉部
高齢福祉課

福祉部
障がい福祉課

市民防災部 介護保険課

・特定教育・保育施設
(認定こども園、幼稚園、保育所)

・特定地域型保育事業
(小規模保育事業)

・認可外保育施設

・母子生活支援施設

・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・生活支援ハウス
・老人福祉センター
※但し、介護サービス事業所を除く

・障害福祉サービス事業所
(対象：通所系，施設・居住系サービス)

・障害者支援施設
・障害児通所支援事業所

・介護サービス事業所
(対象：通所系，施設・居住系サービス)

市内に所在する
市所管の社会福祉施設等

八戸市

④ 把握した被害情報等の報告

（原則１日１回メール）

③ 被害情報

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課予算係

三八地域県民局地域健康福祉部福祉総室

※重大な被害が生じた場合は直接、次の部署へ報告

児童関係施設（子ども家庭局子育て支援課調整係）

高齢者関係施設（老健局高齢者支援課施設係）

障害者関係施設

（社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課福祉財政係）

その他施設（社会・援護局保護課予算係）

社会福祉施設等
の被災状況整理
表の提出

被害が発生
した場合

② 被害情報

① 施設・事業者へＦＡＸ一斉送信

通知、集団指

導等により

周知

平時

施設・事業者

へ周知した旨

連絡

災害の発生する恐れがある場合

災害の発生
する恐れが
ある場合

健康部 こども家庭相談室

・放課後児童クラブ、児童館


